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福岡市消費者教育推進計画 策定スケジュール（太枠内は今後の予定） 
 

日 程 市 消費生活審議会 消費者教育部会 
平成２５年 
 ７月 ２日 

 第１７回 
○消費者教育部会設置 

 

 ８月３０日   第１回 
○消費者教育推進のための基

礎調査の内容審議 
 １１月～ 

１２月 
消費者教育推進のた

めの基礎調査実施 
  

平成２６年 
 ３月１４日 

  第２回 
○基礎調査結果の報告 
○消費者教育推進方針（案）素

案概要の審議 

 ７月１１日 市長が消費生活審議

会へ諮問 

第１９回 

○福岡市消費者教育推進計

画の策定について（諮問） 

 

 ８月～９月   第３回，第４回 

○計画案 審議 

 １０月 

 

 第２０回 

○消費者教育部会の報告 

○計画原案の確定 

 

 １１月 

 

計画原案の確定   

１２月 

 

平成２７年 

 １月 

市議会報告 

（報告後）パブリッ

ク・コメント実施（市

民意見募集） 

 

 

 

 

第２１回 

○計画案修正，答申案確定 

 

 

 

第５回 

○計画案修正，答申案審議 

  ２月 

  

消費生活審議会が市

長へ答申 

計画の決定 

  

  ３月 市議会報告 

計画の決定（公表） 

  

○消費者教育部会は，消費者教育推進法の趣旨に沿って委員を選定している。 



 

消費者教育部会の実施状況 

 

 

 

（1）開催日時  平成 25 年８月 30 日（金） 15：00～17：00（会場：くらしの研修室） 

 

（2）出席委員  ９名 

春田部会長，牟田委員，髙原委員，日髙委員，古川委員，宮﨑委員， 

原田専門委員，増川専門委員，山本専門委員 

 

（3）議  案 

・消費者教育部会の運営について 

・消費者教育の推進に関する基本的な方針（基本方針）について 

・福岡市の消費者教育の現状について 

・消費者教育推進のための基礎調査について 

 

 

 

 

 

（1）開催日時  平成 26 年３月 14 日（金） 14：00～16：00（会場：くらしの研修室） 

 

（2）出席委員  ８名 

春田部会長，髙原委員，日髙委員，古川委員，森住委員，宮﨑委員， 

原田専門委員，増川専門委員） 

 

（3）議  案 

・消費者教育の現状と課題について 

①市の消費者教育の現状 

②消費者教育のための基礎調査の結果 

・消費者教育推進方針（仮称）素案の概要について 

 

 

第 １ 回 

第 ２ 回 
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（消費生活審議会・消費者教育部会提出資料） 

福岡市消費者教育推進方針（仮称）素案の概要 

                      

第１ 推進方針の基本的な考え方 

１ 推進方針の趣旨 

○福岡市：福岡市消費生活条例や福岡市基本計画（第９次計画の目標３，施策３－７）

に基づき，消費者の主体的・合理的行動を支援するために，消費者教育を実施。 

  ○学校や関係団体でも様々な形で，消費者教育に取り組んでいる。 

  ○市の消費生活相談：総件数は横ばいだが，若年層や高齢者の消費者被害の相談は多い。 

○市民の消費者被害の未然防止・拡大防止を図り，安全で安心できる消費生活の実現す

るため，消費者は消費生活に関する知識を習得し，適切な行動を行うことが必要。 

  ○平成２４年１２月，消費者教育推進法が施行。目的は，消費者教育の効果的・体系的

な推進，消費者市民社会の構築 

２ 推進方針の位置付け  

   消費者教育推進法第 10 条第１項に基づき，国の基本方針や福岡県の計画を踏まえ策定

するもの 

 ３ 方針の期間    平成２６年度～平成２９年度（国の基本方針の最終年度まで） 

 ４ 方針の推進体制 

福岡市消費生活審議会と庁内の消費者教育推進連絡会議で行う。 

   

第２ 消費者教育の現状と課題              

 １ 市の消費者教育の現状 

 ２ 消費者教育推進のための基礎調査の結果 

  （1）地域における消費者教育の現状 

  （2）学校における消費者教育の現状 

３ 現状から見える課題 

 

第３ 消費者教育推進の基本的な方向 

 １ ライフステージごとの体系的な実施 

    幼児期から高齢期までの各世代において，消費者教育が生涯を通じて行われるよう，

国が示したイメージマップに準じて，各施策を整理し，消費者教育の体系的な実施を目

指す。 

２ 消費者の特性・場の特性に応じた消費者教育の推進 

   消費者の年齢，性別，消費生活の知識の量，障害の有無等の特性や，学校，地域，家

庭，職域等の場の特性に配慮して消費者教育を推進する。 

   市では，学校における消費者教育推進のため，消費者教育の重要性に対する認識を高

める取り組み等を行う。 

   また，支援が必要な高齢者や障がい者等には，関係団体と連携して見守りを行う。等 
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３ 各主体間の連携と共働 

    市では行政と教育委員会が連携し，学校における消費者教育を実施する。 

 ４ 他の消費生活に関連する教育と消費者教育との連携 

環境教育や食育等のその他の消費生活に関連する教育については，市の関係局と連携

を図りながら，実施する。 

 

第４ 消費者教育の推進の内容 

 消費者の特性・場の特性に応じた消費者教育の推進の視点で記載する。 

１ 様々な場における消費者教育の実施 

 地域，学校，家庭，職域のそれぞれの場において，その特性に合わせた消費者教育を行う。 

（1）地域における取り組み         

    

   ○主な取り組み 

        

（2）学校（小学校，中学校，市立高等学校）における取り組み       

    

   ○主な取り組み 

   

                                   

（3）家庭，職域における取り組み     

 

 ○主な取り組み 

                             

２ 消費者の特性による消費者教育の実施 

（1）高齢者，障がい者に対する取り組み      

   

○主な取り組み 
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○第２回消費者教育部会 審議内容まとめ 

 

基礎調査の結果より，「各団体に期待される取り組み」及び「団体自身が回答した取り組み」

を比較して，各団体の自主的な取り組みとして協議を行った。 

（方針案に取り入れる場合，個別の取り組みに，個別の団体名は表記しない。） 

 

学校     講座等の会場提供 

          出前講座や研修会の実施 

          効果的な授業（実践事例）の紹介 

          大学との連携による消費者教育（大学生を講師として育成し，世代の近

い人が伝える。） 

          新入生の保護者説明会を利用した消費者教育の実施 

 

   ＰＴＡ協議会 出前講座の実施 

          効果的な研修会等（実践事例）の紹介 

          市民（保護者）向けのパンフレットの配布 

児童委員とＰＴＡとの連携による講座の実施 

 

自治協議会  地域の高齢者などに対する見守り 

          出前講座等の実施の呼びかけ 

          市民向けの情報提供（自治協議会会報・ＨＰ等への掲載） 

          消費生活センターの消費者相談の周知（高齢者を対象としたイベントを

活用） 

 中学校の土曜開校を活用した消費者教育  ※高宮中で土曜開校 

    

公民館    講座等の会場提供 

          出前講座等の実施 

          市民向けの情報提供（公民館会報等への掲載，館内での提示・配布， 

消費者講座の年間スケジュール周知） 

 

消費者団体  効果的な実践事例の紹介 

市民向けのパンフレット等の配布 

講座や研修会の実施 

消費者被害の最新情報等の迅速な提供 

情報紙，ＨＰ等による情報提供 

（会員等への会報・ＨＰ等への掲載等） 

          見守りネットワークへの参加 
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（福祉団体） 

   民生委員・児童委員 

地域の高齢者などに対する見守り（いきいきセンターふくおかとの連携） 

効果的な実践事例の紹介 

高齢者向けのパンフレットの配布 

          出前講座や研修会の実施 

児童委員とＰＴＡとの連携による講座の実施 

          ふれあいサロン，ふれあいネットワークと連携（高齢者に確認の上，対

象者の把握，相談窓口の周知） 

          ７０歳以上にカレンダー配布における相談窓口の周知 

    

いきいきセンターふくおか 

地域の高齢者などに対する見守り（必要に応じた民生委員・児童委員と

の連携） 

出前講座や研修会の実施 

高齢者向けのパンフレットの配布 

    

（参考）市が行うこと 

     消費者教育推進のための方針等の周知 

     消費者の場の特性に応じた消費者教育の推進市民向けのパンフレット等の配布 

講座などの講師派遣，研修会でのＤＶＤ等教材の貸し出し 

情報紙，ＨＰなどによる情報提供，消費者被害の最新情報等の迅速な提供 

効果的な実践事例の紹介 

 

その他の意見  

メール送信によるタイムリーな情報提供（徘徊ネットを活用） 

理解度別の消費者教育講座の実施（初級，中級編,，上級編） 

高齢者向けに多様な相談窓口を周知した配布物を作成 

（安心キットの活用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    

 

- 3 - 

 

消費者教育推進方針策定にあたって検討すべき，４つの課題は次のとおり。 

１．「消費者教育」をほとんどの人が知らない。消費者教育という言葉からイメージする 

ものが人によって違う。「教育」はしていないが，「啓発」はしているはずで，認識のバラ

つきがある。 

    ⇒「消費者教育」とは何かというところから，周知を図る。 

ただ，「教育」という言葉は誤解を生じやすいので，注意が必要。 

２．「消費者教育」を行う“主体”のとらえ方が，様々かつ幅が広い。 

   場（学校，地域社会，職域等），担い手（教職員，地域人材，事業者，消費者等） 

   各ライフステージの中でも形態が違う（消費者の特性・年齢，性別，障がいの有無，

就業の状態，独居，パソコン利用の有無等） 

３．消費者教育の範囲，食育や環境教育も？ 

４．地域の高齢者などの個人情報が把握できない。 

   ⇒担い手側において情報が把握できない人に対する啓発（教育）方法 

  

       課題解決に向けて 

 

◎消費者教育の内容，方法などの指針の確立 

 

◎見守りネットワークの必要性    

既存のネットワークの活用を検討 

   福岡見守るっ隊 

  はいかい高齢者等ネットワーク 

   ふれあいサロン 

   子育てサロン 

  ＰＴＡ・学校 

   防災ネットワーク 

 

◎地域のキーマンの育成，マイスター養成 

 



消費者訴訟資金貸付金について 

１ 本市の概要 

目 的 事業者の事業活動により被害を受けた消費者の救済 

貸付対象 
（条 30 条１項） 
（規 19 条） 

市内居住の消費者で，事業者に対し訴訟を提起する者，または事業者から訴訟を

提起された者 

貸付要件 
（条 30 条１項） 

要件は次のすべてを満たすこと。 

①同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発生するおそれがあること。 

②当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそれがある等当該被害者

が援助を受けなければ当該訴訟を提起し，維持し，又は応訴することが困難で

あること。 

③当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっせん又は調停に付されて

いること。 

貸付範囲 
（規 20 条１項） 

①民事訴訟費用等に関する法律(昭和 46 年法律第 40 号)第 2 章 の規定により裁

判所に納めるべき費用 

②弁護士又は司法書士に支払う報酬 

③前 2 号に掲げるもののほか，民事訴訟手続等に通常要すると認められる費用 

貸付上限額 
（規 20 条 2 項） 100 万円 

制度開始年度 平成１７年度 貸付実績 無し 

※条：福岡市消費生活条例， 規：福岡市消費生活条例施行規則 

 

２ 包括外部監査について （詳細 資料３－２） 

平成 24 年度包括外部監査（貸付金制度及び債権の管理に係る事務の執行について）における意見。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 他政令指定都市の状況 （一覧表 資料３－３） 

平成 25 年度大都市消費者行政担当部課長連絡会議において，議題として，状況調査を行った。 

 

４ 国の動向について （詳細 資料３－４） 

○消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 

（消費者裁判手続特例法）（平成 25 年 12 月 11 日公布，３年以内に施行） 

≪総論より≫ 
法テラス等による訴訟扶助制度があり，≪中略≫ 本貸付制度に必要性が認められるかを再検討

するべきである。そして，必要性が認められるのであれば，利用実績の向上を図るべく，実績

不振の原因を究明して，貸付の要件等の改善をすることが必要である。 

≪各論より≫ 
意見１３   条例第３０条第１項第２号の「当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそれ

がある等」の文言は，「損害の額に対する当該訴訟資金の割合が大きい場合等」等に改

めることが望ましい。 
 
意見１４   消費生活審議会のあっせん等に付されていることを本貸付金の貸付の要件とする条例第

３０条第１項第３号は削除を検討すべきである。 



 
第２ 監査の視点と全体的意見 

１ 貸付金制度の根拠法令等  
≪略≫ 

 
２ 必要性及び利用度等の検討 

≪略≫ 
また，「福岡市消費者訴訟貸付金」は，福岡市消費生活条例第３０条に基づき，事業者の

事業活動により被害を受けた消費者を救済・援助するために訴訟資金を貸与するものであ

るところ，その予算額は５０万円と僅少であるが，平成１７年度の制度発足以来現在まで，

利用者はなく貸付実績はゼロである。 
≪略≫ 

「福岡市消費者訴訟貸付金」は平成１７年度の制度開始以来現在まで，１件の貸付実績

もない。 ≪中略≫ 貸付金の制度自体の趣旨・必要性は認められるが，≪中略≫ 法テ

ラス等による訴訟扶助制度があり，≪中略≫ 果たして，本貸付制度に必要性が認められ

るかを再検討するべきである。そして，必要性が認められるのであれば，利用実績の向上

を図るべく，実績不振の原因を究明して，貸付の要件等の改善をすることが必要である。 
≪略≫ 

 
 

資料３－２ 

平成２４年度包括外部監査結果報告書／第２部　総論／第２章　監査の視点と全体的意見　より抜粋
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３ 福岡市消費者訴訟資金貸付金 

 

貸付金名 福岡市消費者訴訟資金貸付金 

貸付開始年度 平成 17 年度 担当部・課 生活安全部消費生活センター 

根拠法律，条例，規則，要綱等 福岡市消費生活条例，同施行規則 

マニュアル，手引き等 なし 

広報 条例についてはパンフレットあり 

貸付先 
福岡市内に居住する消費者で，事業者に対し訴訟を提起する者または

事業者から訴訟を提起された者 

保証人の必要性 有 ・ 無 物的担保の必要性  有 ・無  

利息の有無 有 ・ 無 利息の利率（年） 0％ 

貸付金の趣旨・目的 事業者の事業活動により被害を受けた消費者の救済 

貸付金の概要 （千円） H19 H20 H21 H22 H23 

予算額 500 500 500 500 500 

当年度 

貸付実績 

貸付金額 0 0 0 0 0 

貸付件数 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（当年度分）（Ａ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（当年度分）(Ｂ) 0 0 0 0 0 

回収すべき金額（過年度分）（Ｃ） 0 0 0 0 0 

回収済み金額（過年度分）（Ｄ） 0   0 0   0  0 

回収率（＝（Ｂ+Ｄ）÷（Ａ+Ｃ）） - - - - - 

貸付残高総額（Z）  0 0 0 0 0 

貸付件数 0 0 0 0 0 

延滞債権（X+Ｙ） 0 0 0 0 0 

未収金額（Ｘ） 0  0 0 0  0 

長期延滞債権額（Ｙ） 0  0 0 0  0 

延滞債権率（＝（Ｘ+Ｙ）÷Ｚ） - - - - - 

不納欠損額 0  0  0  0  0 

不納欠損件数 0  0 0 0  0 

免除額 0  0  0  0  0 

免除件数 0  0  0  0  0 

備考 
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（１）現状 

 ア 本制度の趣旨  

   福岡市消費生活センターでは，市民（消費者）から契約やサービスの購入に関して

年間約１４，０００件の消費生活相談を受けており，助言のみで解決しないケースに

ついては，必要に応じて消費生活相談員によるあっせんを行っている（福岡市消費生

活条例第２９条第１項 以下単に条例という）。あっせんによっても解決することが困

難な事案については，福岡市消費生活審議会のあっせんまたは調停に付することがで

きる（同条第３項）。それでも解決できないケースについては訴訟が選択されることが

あるが，本貸付金はその場合に消費者の権利実現をサポートしようとするものである。 

   もっともウで述べるように，「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発

生するおそれがあること」という要件が課されており，単に消費者被害を受けた者の

権利回復というよりも，同種被害の防止という，より公益的な目的を念頭に置いた制

度である。 

   本制度には国や県の助成はなく，福岡市独自の事業である。福岡県にも同種の制度

がある（オ参照）。 

 

イ 福岡市消費生活センター 

  福岡市消費生活センターは，消費生活を送るうえで起こるさまざまな消費者トラブ

ルの未然・拡大防止および救済を目的とした福岡市の組織である。消費者からの相談

や苦情を受け付け，解決に向けた助言やあっせん，事業者指導などを行っている（同

センターＨＰより）。消費生活相談員による相談やあっせんの状況は以下のとおりで

あり，消費者トラブルを抱える者にとって欠かせない，重要な相談窓口となっている。 

 あっせんによる解決率も下記のように高い。 

 

 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 

相談件数 16,442 14,682 13,453 14,444 14,573 

うちあっせん解決 869 922 915 1,128 1,155 

 うちあっせん不調 93 140 137 153 125 

 

 この表において「あっせん不調」となった事案については，福岡市消費生活審議会

のあっせん，調停を求めることができる（条例第２９条第３項）。同審議会のあっせん，

調停を行ったにもかかわらず解決せず，訴訟提起等に至る場合に，本貸付金制度を利

用することが可能となる。もっとも，エで述べるように審議会のあっせん，調停は利

用されていない。 
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   福岡市消費生活センター  相談受付 

                           解決 

                相談処理       訴訟提起等 

                           直接交渉 

                あっせん交渉   あっせん依頼 

                         解決 

                 不調     訴訟提起等 

                       解決断念等 

    （福岡市消費生活審議会）あっせん受付 

                      あっせん不適当 

               あっせん適当 

 

               審議会あっせん    解決 

 

                 不調等    解決断念等  

            

               訴訟提起等を選択 

 

 

              本貸付金の利用申請 

 

 

                 貸付 

                  

訴訟提起等 

 

ウ 貸付金制度の内容 

条例第３０条は，事業者の事業活動により被害を受けた消費者が事業者に対して訴

訟を提起する場合，または事業者から訴訟を提起された場合に，被害者に対して訴訟

にかかる経費（訴訟資金）の貸付等の援助をすることができると規定している。同条

１項の定める要件は次のとおりである。 

   （1）同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発生するおそれが

あること。  

   （2）当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそれがある等当該
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被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し，維持し，又は応訴する

ことが困難であること。 

   （3）当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっせん又は調停に付

されていること。 

対象者は福岡市の区域内に住所を有する者である（福岡市消費生活条例施行規則第

１９条 以下単に施行規則という）。 

対象となる費用は次のとおりである（施行規則第２０条第１項）。 

   （1）民事訴訟費用等に関する法律第 2 章の規定により裁判所に収めるべき

費用（監査人注 印紙代，郵券等の予納費用を指す） 

   （2）弁護士又は司法書士に支払う報酬 

   （3）前 2 号に掲げるもののほか，民事訴訟手続等に通常要すると認められ

る費用 

貸付額の上限は１００万円（民事訴訟においては審級ごとに１００万円）である（同

条第２項）。無利息（同３項）だが連帯保証人が必要である（施行規則第２４条第２項）。 

貸付を受けようとする者は，所定の申込書に添付書類を添えて申し込む。申し込み

に対し市長は消費生活審議会の意見を聞いて貸付の可否と貸付額を決定する（施行規

則第２２条第１項）。その後所定の貸付契約書が締結される。 

返還期限は，当該民事訴訟手続等が終了した日から６か月であるが（施行規則第２

６条第１項），やむを得ない事情があると認めるときは期限を延長し，または相当期間

内に分割して返済させることができる（同条第２項）。返済期限を徒過したときの違約

金は年１４．６％である。 

訴訟資金の貸付を受けた者は，当該訴訟が終了したときは，速やかにその全額を返

還しなければならない。ただし，市長がやむを得ない事情があると認めたときは，貸

付金の全部又は一部の返還を免除し，又は猶予することができる（同条第２項）。免除

できるのは次の場合である（施行規則第２８条）。 

     （1）借受者が死亡し，当該民事訴訟手続等を継承する者がいないとき。    

   （2）貸付金を返還することができないことについてやむを得ない事情があ

ると市長が認めたとき。 

   （3）前 2号に掲げる場合のほか，市長が特別の理由があると認めたとき。 

 

 エ 利用状況 

   本貸付金制度は，条例施行日（平成１７年４月１日）に開始されたものの，現在ま

でまったく利用されていない。にもかかわらず毎年５０万円を「置き予算」として計

上している。 

  本貸付金制度が利用されていないことは，消費者トラブルに関する訴訟等がほとん
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ど存在しないことを意味しない。消費者契約法（平成１３年４月施行）等の消費者保

護法制の整備が行われる反面，消費者被害も多様化，複雑化しており，訴訟等に解決

が委ねられる事案は少なくない。にもかかわらず本制度がまったく利用されていない

のは，消費生活審議会のあっせん，調停を経た場合のみを対象にしている（条例第３

０条第１項第３号）ことが一つの原因であると考えられる。同審議会には常設の苦情

処理部会が設置され，あっせんや調停にあたることになっているが，実際にこれらが

行われたことは審議会が発足した平成１７年度以降１件もない。 

イに表を掲げたように，消費生活センター相談員によるあっせんが不調に終わるケ

ースは毎年１００件を超えている。これらのうち審議会でのあっせんや調停が行われ

ることがないことは，訴訟等を選択する消費者はその時点で訴訟提起等をしていると

考えられる（消費生活センターでは弁護士による法律相談を実施しており，その結果

訴訟を選択することも多いようである）。利用者にしてみれば，消費生活審議会とはい

え同じ消費生活センターでの手続きであるし，あっせん等はあくまで話合いでの解決

を目指すものであるが，もはや話合いでの解決は困難と判断するのであろう。そうで

あれば審議会での手続きに時間と手間を空費するよりはただちに訴訟等に訴えようと

するのも自然である。また同センターによれば，あっせんが不調に終わる事案の多く

は「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発生するおそれがあること」

という本貸付金の要件を満たさない個別的なものが多いとのことである。 

   

 オ 類似制度 

   福岡県においても，福岡県消費生活条例にもとづき消費生活審議会であっせん等を

行う制度があるが，平成１７年の制度創設以来実績はない。市と同様の貸付金制度も

あるが，これもまったく利用されていない。 

  

 カ 過去の内部監査等の指摘 

   特に指摘されたことはないようである。 

   

（２）問題点 

 ア 必要性と相当性 

   本来，訴訟は財産権等の個人の権利を守り，実現するものであって，少なくとも直

接的には私益に奉仕する制度である。しかし現代社会において，われわれの生活は対

価を支払って購入した財貨やサービスによって支えられており，そこではそれぞれの

財貨やサービス（＝商品）をめぐって事業者と多数の消費者が対峙している。一消費

者の権利・利益が事業者によって損なわれたとき，これによる損害を回復することは，

その消費者の私益を守るにとどまらず，間接的ではあるが同種の多数の消費者の利益
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という公共的な利益に資する側面を有する。このような消費者訴訟等の公益的性格に

鑑み，個人の財産権の回復のための訴訟について，貸付という形で公金を用いること

によって支援しようとすることには，公益上の必要性が認められる。 

もちろん訴訟提起等を可能ならしめる制度としては，他に法律扶助や訴訟救助の制

度があるが，対象を消費者事件に限ったうえで１件１００万円まで貸し付けるという

本貸付金制度には，独自の存在意義があろう。 

   手段として訴訟等に要する費用の給付ではなく貸付という形をとっていることも，

直接的には訴訟提起等が私的権利・利益の実現を目的としていることに鑑みて相当で

あるといえる。 

      

イ 要件（1）同種被害の発生 

   条例第３０条第１項第１号は，「同一又は同種の原因による被害が多数発生し，又は発

生するおそれがあること」を貸し付けの要件としている。 

   本貸付金制度の趣旨に照らせば一応首肯できる要件である。ただし，「同一又は同種の

原因」「多数」を狭く解すれば，同一事業者が多数の消費者被害を生じさせた場合に限る

ようにも見える。同一態様・手法で多数の小規模な業者が，それぞれは比較的少数の消

費者に対して消費者被害を発生させたような場合には，この要件を欠くことにもなりか

ねない。このような限定解釈は，当該訴訟等が他の多数の消費者の利益に資するという

消費者訴訟の公益的性格に着目した本貸付金制度の趣旨にそぐわないと言わざるを得な

い。本貸付金の運用においては，同要件は柔軟に解すべきである。 

 

ウ 要件（2）補充性 

   条例第３０条第１項第２号は，「当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超えるおそ

れがある等当該被害者が援助を受けなければ当該訴訟を提起し，維持し，又は応訴する

ことが困難であること」を要件としている。いわゆる費用倒れの恐れが大きいために訴

訟提起を断念することがないようにとの配慮であろう。しかしこの要件には問題がある

と考える。 

   訴訟資金とは貼用印紙・郵券代と弁護士費用等である（条例施行規則第２０条第１項）。

印紙代は訴訟物の価額にもとづき計算され，１００万円を請求する訴状には１万円の印

紙を貼付する。予納郵券は数千円である。弁護士費用も訴訟の価額によって算定され，

現在でも多くの弁護士が採用していると思われる旧報酬基準によれば１００万円を請求

する訴訟提起の着手金は１０万円程度，報酬は１６万円程度である。いずれも訴訟物の

価額をもとにして計算されるのであり，これらの合計額が訴訟物の価額（条例にいう「損

害」）を超えることは通常考えがたい。したがって，「当該訴訟資金の額が損害の額を超

え，又は超えるおそれがある」という例示に準じるような場合に限定して解釈すると，
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適用範囲が著しく限定されてしまうおそれが大きく，事実上きわめて少額の訴訟等に限

定されてしまうと考えられる。本貸付金の上限が１件１００万円であることにもそぐわ

ない。 

   したがって，現行のような例示はむしろ誤解を招き制度の運用を誤らせるおそれがあ

るから，これを緩和することが望ましいと考える。 

 

☞意見１３ 

☆ 条例第３０条第１項第２号の「当該訴訟資金の額が損害の額を超え，又は超

えるおそれがある等」の文言は，「損害の額に対する当該訴訟資金の割合が大

きい場合等」等に改めることが望ましい。 
 

エ 要件（3）審議会前置主義 

条例第３０条第１項第３号は，「当該被害に係る紛争が福岡市消費生活審議会のあっ

せん又は調停に付されていること」を要件としている（あっせん等が不調に終わったこ

とまで要件としているわけではない）。福岡県の消費者訴訟救助制度も同様である（福

岡県消費生活条例第３６条）が，このような要件の存在が，本貸付金がまったく利用さ

れていないことの大きな要因であると考えられる。担当課も，制度が利用されていない

理由として，消費生活センターの法律相談が充実しており，その段階で弁護士のアドバ

イスによって訴訟を選択する場合が多いことをあげている。 

消費生活センターのあっせんを選択しても，それが不調に終わった場合，解決を断念

しない消費者はその時点で訴訟等を選択していると考えられる。いったん話合いでの解

決が不調に終わったのであるから，重ねて（しかも同じ消費生活相談センターの組織で

ある）消費生活審議会のあっせんを求めるのではなく，訴訟等を選択する消費者にも本

貸付金が利用できるようにすべきではなかろうか。その場合でもなお審議会のあっせん

に付された上でなければ訴訟提起等を援助しないというのは，制度として硬直的な印象

を与える。このように要件を緩和しても，もともとあっせん不調の事案の多くは事実関

係についての主張の対立等の個別的な問題によるものが多く，同種被害発生のおそれが

ある場合ではないから，おのずと利用件数は限定されると考えられる。 

なお，貸付金利用の申し込みに対し，市長は消費生活審議会の意見を聞いて貸付の可

否と貸付額を決定する（施行規則第２２条第１項）が，そのことは審議会のあっせんに

付されていることを貸付の要件とすることを直ちに要請するものとはいえない。 

 

☞意見１４ 

☆ 消費生活審議会のあっせん等に付されていることを本貸付金の貸付の要件と
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する条例第３０条第１項第３号は削除を検討すべきである。 

 

   なお，現在集団的消費者被害回復に係る訴訟制度の創設が進められている。共通義務

確認の訴えにおける特定適格消費者団体の要件によっては，本貸付制度の意義は薄れて

いくことも予想される。ただ，同訴えの要件を満たさない場合でも本貸付金が対象にで

きるのであれば，その存在意義はなお失われてしまうわけではないであろう。 

 

オ 広報 

  消費生活センターのＨＰにおいても本貸付金制度は広報されていない。条例を紹介，

解説したパンフレットにも条例の条文が掲載されているだけである。担当課によれば，

消費生活審議会での手続きを前提としているためであるというが，だからといって広報

が不要であるとはいえないであろう。 

  

カ 結論 

    本貸付金は制度としては有益であると考えられるが，イ～エで述べた利用のための要

件の定め方が利用を制約していると考えられる。これを改めて，本貸付金が実効のある

ものにすべきである。 
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資料３－４ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



日本司法支援センター（法テラス）民事法律扶助 

経済的に困っている人が法的トラブルにあった時に援助する制度。 

 

１ 援助の内容 

①法律相談援助 （無料） 

弁護士・司法書士による無料法律相談。 

②代理援助（費用立て替え） 

民事，家事及び行政事件に関する手続またはそれに先立つ示談交渉等における弁護士・司法書士

費用（着手金・実費等）の立て替え。 

③書類作成援助（費用立て替え） 

裁判所提出書類の作成等における司法書士・弁護士費用（報酬・実費等）の立て替え。 

 

２ 援助を受けるための条件 

①資力が一定額以下であること 

月収・保有資産が一定額以下であること。 

例）単身者の場合，月収 182,000 円以下，保有資産の価値の合計が 180 万円以下 。 

※その他，家族構成による条件，住宅ローン，医療費などの控除等の条件あり。 

②勝訴の見込みがないとはいえないこと 

和解，調停，示談成立等による紛争解決の見込みがあるもの，自己破産の免責見込みがあるものな

どを含む。 

③民事法律扶助の趣旨に適すること 

報復的感情を満たすだけや自己宣伝のためといった場合，または権利濫用的な訴訟の場合などは

援助できない。 

 

３ 手続きの流れ 

①無料法律相談 

代理援助や書類作成援助の申込みの場合も，まず法律相談を受ける。法律相談援助は上記２の①

③の要件を満たす必要があり，予約受付時に確認される。 

②審査 

 法律相談援護の結果，裁判や調停，交渉などの弁護士・司法書士の代理が必要な場合や自分で裁

判を起こすときに裁判所提出資料が必要な場合，審査において上記２の①②③を満たす必要がある。 

③援助開始決定 

 援助開始決定を受けると，法テラスの基準に基づき弁護士・司法書士の費用（着手金，実費等）を決

定し，決定した費用は法テラスが立て替え，原則として 5,000 円～10,000 円ずつ償還（返済）していく。 

④事件終了 

事件の結果を考慮し，審査の上，弁護士・司法書士の報酬金及びその支払方法を決定する。 


